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 出席委員 

   １番 山 田 和 義   ２番 影 沢 政 俊   ３番 後 藤 孝 好 

   ４番 西 尾 沙 織   ５番 眞 木 早百合   ６番 郷 野 富司男 

   ７番 猪 倉 通 文   ８番 氏 家 理 香   ９番 安孫子  智 

  １０番 大 泉 孝 彦  １１番 鈴 木 浩 之  １２番 原 田 義 人 

 １３番 芳 賀   宏  １５番 奥 山 浩 二  １６番 布 施 功 子

  １７番 片 桐 道 雄  １８番 木 村 三 紀 

  

 欠席委員 

１４番 高 橋  博  

 

 事務局 

   事 務 局 長    渡 邉  健 一    事務局長補佐（総括）  髙 子  英 晴  

事務局長補佐（農地担当）   日下部 靖 広    総 務 係 主 任  木村 龍一   

農 地 係 主 任    土 田  修     農 地 係 主 任  芳賀 遼太郎 

 

 報告事項 

   （１）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

   （２）工事進捗状況報告書について 

   （３）農地の現況変更について 

   （４）農地の転用事実に関する照会について 

 

 議事 

   （１）議第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （２）議第２号 非農地証明願の審議について 

   （３）議第３号 農用地利用集積計画書の審議について  
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開会 午前 ８時５７分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第１回総会を

開催します。 

         はじめに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総

委員数１８名中、出席委員１７名で、在任委員の過半数が出

席しておりますので、総会は成立します。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは、４番の西尾委員、１２番原田委員にお願いしま

す。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、木村主任にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

         報告事項につきまして、事務局のほうから報告させていた

だきます。 

 

        （報告事項朗読） 

 

木村議長     ただいまの報告について何か質問はございませんか。 

 

（発言なし） 
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木村議長     ないようですので、他に事務局からありますか。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） 特にありません。 

 

木村議長      それでは、早速議事に入ります。 

議第１号から議第３号までの議案について一括上程します。 

         （１）議第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申

請書の審議について」 

         （２）議第２号「非農地証明願の審議について」 

         （３）議第３号「農用地利用集積計画書の審議について」 

         以上、議第１号から議第３号まで一括上程します。 

 

       次に、議事参与の制限ですが、議第３号「農用地利用集

積計画書の審議について」、１番山田委員、１１番鈴木委

員、１７番片桐会長職務代理者が関係委員となっておりま

す。 

 

木村議長      ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めま

す。片桐会長職務代理者、報告をお願いします。片桐会長

職務代理者。 

 

片桐 会長 職務 代 理 者  はい、議長。１７番、片桐です。 

          去る１月１７日に開催されました事前審査会の報告を 

行います。 

          事前審査会では、今回の総会に係る案件について、各地

区担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の

報告に基づく審査と、事前審査会における現地調査として、 

        非農地証明願案件２件を審査しました。 

          議第２号「非農地証明願の審議について」順位１番、南
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部地区の案件になります。 

          申請地は、大字高屋字西浦にある土地で、農地転用許可

後、住宅の前庭として利用していたが、地目変更をしてい

なく、現在に至っているもので、非農地と判断できる場所

でした。 

          順位２番、西根地区の案件です。 

          申請地は大字西根字石川西にある土地で、農地転用許可

後、資材置場として利用していたが、地目変更をしていな

く、現在に至っているもので、非農地と判断できる場所で

した。 

          申請された案件については、すべて異議なしとされたと

ころです。 

          以上でありますが、各地区における十分な審査をお願い

しまして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

 

木村議長      ご苦労様でした。 

          それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間

については３０分程度としまして、９時３０分までとしま

す。それでは地区審査の間、暫時休憩とします。 

 

 休憩 午前  ９時０３分 

 

 再開 午前  ９時３０分 

 

木村議長      それでは、休憩を閉じまして、議事を再開します。 

          初めに、議第１号「農地法第５条第１項の規定による許

可申請書の審議について」、地区担当委員より、議案の朗読

と現地調査の結果、地区審査の結果の報告をお願いします。 

          初めに、寒河江・南部地区、安孫子委員、お願いします。

安孫子委員。 
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安孫子委員      はい、議長。９番、安孫子です。 

           議第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、６ページをご覧ください。順位１番。 

 

         （議案書順位１番朗読） 

 

          場所は陵南中学校前交差点を東へ約２００ｍ進み、十三

そば手前の交差点を右に入り、約５０ｍ先の右側になりま

す。以前５条申請のあった農地に隣接する農地です。 

          １月１２日、寒河江・南部地区の農業委員と推進委員で

現地調査を行ってきました。周辺は多くの宅地に囲まれて

おり、計画通りであれば特に問題はないと判断してまいり

ました。 

          本日の地区審査会におきましても異議はございませんで

した。以上です。 

 

木村議長      ありがとうございました。 

          続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から

説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

順位１番は宅地分譲用敷地への転用申請となってお

ります。申請地は都市計画区域内の用途地域にある農

地で、第３種農地と判断します。第３種農地であって

も、通常宅地分譲は認められておりませんが、用途地

域内にある農地であり、例外として宅地分譲も認めら

れており、農地区分と転用目的は問題ないと考えます。

第３種農地は原則許可ですので、農地区分と転用目的

は問題ないと考えます。 
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また、農地転用許可一般基準調査書に基づく調査の

結果、不適な事項はなく、問題ないと考えます。 

以上です。 

 

木村議長        ありがとうございました。 

          これより質疑に入ります。 

          ただいまの地区担当委員及び事務局からの説明につい

て、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

          （発言なし） 

 

木村議長       意見がないようですので、採決いたします。 

            議第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

書の審議について」原案のとおり決定することに賛成の

方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長        全員賛成ですので、議第１号は、原案のとおり許可相

当として、県知事に意見を送付します。次に議第２号

「非農地証明願の審議について」、地区担当委員より、議

案の朗読と現地調査の結果、地区審査の結果の報告をお

願いします。 

           初めに、寒河江・南部地区、安孫子委員、お願いしま

す。安孫子委員。 

 

安孫子委員        はい、議長、９番、安孫子です。 

           議第２号「非農地証明願の審議について」、８ページを

ご覧ください。順位１番 
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        （議案書順位１番朗読） 

 

         場所につきましては、南部地区の薬王堂寒河江島店前を

左に入り、約３００ｍ先の突き当りの右側になります。 

１月１７日事前審査会で現地調査を行いました。農地転

用許可を得たが、地目変更の手続きが行われてなかったと

いうことです。 

事前審査会、また地区審査会でも異議はありませんでし

た。以上です。 

 

木村議長      ありがとうございました。 

          続いて、西根・三泉地区、鈴木委員、お願いします。 

          鈴木委員。 

 

鈴木委員      はい、議長、１１番、鈴木です。８ページをご覧くださ

い。 

 

         （議案書順位２番朗読） 

 

          １月１７日、事前審査会出席委員にて現地を確認して参

りました。 

          場所は陵東中学校の南側で、柏屋食堂の西側にあたると

ころです。申請通りであれば何ら問題はないだろうと判断

してまいりました。 

          本日の地区審査でも異議はございませんでした。 

        以上です。 

 

木村議長      はい、ありがとうございました。 

          続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から

説明をお願いします。事務局。 
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事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。特にありません。 

 

木村議長        はい、ありがとうございました。 

            これより、質疑に入ります。 

            ただいまの地区担当委員及び事務局からの説明につ

いて、発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長       意見がないようですので、採決いたします。 

           議第２号「非農地証明願の審議について」原案のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長      全員賛成ですので、議第２号は、原案のとおり決定いた

しました。 

          次に、議第３号「農用地利用集積計画書の審議について」、

１番山田委員、１１番鈴木委員、１７番片桐会長職務代理

者が関係委員となっておりますので、関係委員は退席をお

願いします。 

 

         （関係委員退席） 

 

木村議長      それでは、地区担当委員より、議案の朗読と地区審査の

結果の報告をお願いします。 

          初めに寒河江・南部地区、安孫子委員、お願いします。

安孫子委員。 
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安孫子委員      はい、議長、９番、安孫子です。 

議第３号「農用地利用集積計画書の審議について」 

         １１ページをご覧ください。 

 

        （議案書朗読） 

 

           続いて１９ページの集積計画集計表をご覧ください。 

          寒河江地区２８筆、田３．６６ヘクタール、畑０．１１

ヘクタール、樹園地１．２９ヘクタールです。計５．０

６ヘクタール。 

南部地区、２筆、畑０．４ヘクタールです。 

利用権設定等促進事業案件については、いずれも農用

地域内の土地で、譲受人は認定農業者であり、地区審査

でも異議はありませんでした。農地中間管理事業案件に

つきましてはいずれの農地も市街化区域外になっており、

地区の担い手等に貸し出す為、農地中間管理機構の集積

する農地に適していると判断しました。地区審査でも異

議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長       ありがとうございました。 

続いて、西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。 

芳賀委員。 

 

芳賀委員       はい、議長、１３番、芳賀です。 

       １３ページをご覧ください。 

 

          （議案書朗読） 

 

続きまして、１９ページ集計表をご覧ください。西根

地区３６筆、田３．４８ヘクタール、樹園地１．０１ヘ
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クタールです。 

三泉地区２０筆、田３．５１ヘクタール、樹園地０.９

ヘクタールです。 

農地中間管理事業案件につきましてはいずれの農地も

市街化区域外になっており、地区の担い手等に貸し出す

為、農地中間管理機構の集積する農地に適していると判

断しました。地区審査でも異議ありませんでした。以上

です。 

 

木村議長       ありがとうございました。 

続いて、柴橋地区、奥山委員、お願いします。奥山委員。 

 

奥山委員       はい、議長、１５番、奥山です。 

       １２ページをご覧ください。 

 

          （議案書朗読） 

 

地区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長       ありがとうございました。 

続いて、高松・醍醐地区、影沢委員、お願いします。 

影沢委員。 

 

影沢委員       はい、議長、２番、影沢です。 

       １５ページをご覧ください。 

 

          （議案書朗読） 

 

続きまして、１９ページ集計表をご覧ください。高松

地区２０筆、田３．０２ヘクタール、樹園地１．６６ヘ
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クタールです。 

醍醐地区７筆、田１．６６ヘクタールです。 

農地中間管理事業案件につきましてはいずれの農地も

市街化区域外になっており、地区の担い手等に貸し出す

為、農地中間管理機構の集積する農地に適していると判

断しました。地区審査でも異議ありませんでした。以上

です。 

 

木村議長       ありがとうございました。 

続いて、白岩地区、眞木委員、お願いします。眞木委員。 

 

眞木委員       はい、議長、５番、眞木です。 

       １６ページをご覧ください。 

 

          （議案書朗読） 

 

続きまして、１９ページ集計表をご覧ください。白岩

地区６筆、田１．１５ヘクタールです。 

農地中間管理事業案件につきましてはいずれの農地も

市街化区域外であり、地区の担い手等に貸し出す為、農

地中間管理機構の集積する農地に適していると判断しま

した。地区審査でも異議ありませんでした。以上です。 

 

木村議長       はい、ありがとうございました。 

           続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局か

ら説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（事務局長補佐（農地担当）） はい、議長。 

 農地経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第５

条の改訂により改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第
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３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

           

木村議長     ありがとうございました。 

         これより、質疑に入ります。 

         ただいまの地区担当委員及び事務局からの説明について、

発言のある方は、挙手をお願いします。 

 

（発言なし） 

 

木村議長     意見がないようですので、採決いたします。 

         議第３号「農用地利用集積計画書の審議について」原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３号は、原案のとおり決定いたし

ました。 

         議決が終わりましたので関係委員の入室を許可します。 

 

         （関係委員入室） 

         

 関係委員に申しあげます。 

         議第３号は原案のとおり決定したことを報告します。 

        これで、本日上程された議案については、全て議決されま

した。 

         以上を持ちまして、本日の総会を終了します。 

         ご苦労様でした。 

 

閉会 午前９時５５分 
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     令和７年１月２７日 

 

 

第 １ 回 総 会   議  長  木 村 三 紀    

 

議事録署名委員   ４番委員  西 尾 沙 織    

 

    議事録署名委員  １２番委員  原 田 義 人    


